
 

 

承認第３号 

 

専決処分した事件の承認について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので報告し、承認を求める。 

 

専決処分第３号 

 

専  決  処  分  書 

 

令和２年度幕別町の一般会計補正予算について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、次のとおり専決

処分する。 

 

  令和２年４月30日 

 

幕別町長 飯田 晴義 
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令和２年度幕別町一般会計補正予算（第２号） 

 

令和２年度幕別町の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ329千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16,072,142千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に

よる。 
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款 項

（単位：千円）

第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

 1 町      税

          歳　　　　　　　　入

 1 町  民  税

合　　　　　　　　計

      2,728,583            329      2,728,254

     16,071,813

            329

            329

      1,329,857

     16,072,142

補 正 前 の 額 補 正 額 計

      1,329,528
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款 項

（単位：千円）
　歳　出

 3 民  生  費

          歳　　　　　　　　出

 1 社会福祉費

合　　　　　　　　計

      3,685,552            329      3,685,223

     16,071,813

            329

            329

      2,348,878

     16,072,142

補 正 前 の 額 補 正 額 計

      2,348,549
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目
節

区 分 金 額
説 明

(款) 1 町      税                          (項) 1 町  民  税

         計          1,329,528         329    1,329,857

   1個      人       1,201,409         329    1,201,738    1現年課税分              329   1 現年課税分                                             329

歳  入

補正前の額 補 正 額     計    

（単位：千円）
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目

節

区 分 金 額
説 明

(款) 3 民  生  費                       (項) 1 社会福祉費

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国 道

支 出 金
地 方 債 そ の 他

一般財源

  6老人福祉費     502,610        329     502,939        329 27 繰  出  金        329

      計        2,348,549        329   2,348,878        329

 27 繰出金                    329

   1 介護保険特別会計繰出金   329

歳  出

 ◎ 介護保険特別会計繰出      329

補正前の額 補 正 額 計

（単位：千円）
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